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鈴木秀美

 １　はじめに

　国際的にみて多くの国で公共放送と民間放送の並存体制が採用されている。とりわけ
ヨーロッパ諸国では，公共放送が社会において重要な役割を果たしている。日本では日本
公共放送協会（NHK）が公共放送として設立されているが，本稿が検討の対象とするド
イツには 2 種類の，性質の異なる公共放送がある。ひとつは，戦後，旧西ドイツ地域がま
だイギリス，アメリカ，フランスに占領されていた時期に，地域ごとに設立された放送協
会によって形成されるドイツ公共放送連盟（ARD）である。ARD は，現在でも，原則と
して州を単位として地域ごとに設立された放送協会の連合体として活動している (1)。もう
ひとつが，第 2 ドイツ・テレビ（ZDF）である (2)。ZDF の成立は，連邦憲法裁判所の判
決を端緒としている。戦後，ドイツの復興の基礎を築いたアデナウアーを首相とする連邦
政府は，ドイツ社会民主党（SPD）に近く，アデナウアーのキリスト教民主同盟／社会同
盟（CDU/CSU）政権に批判的だったＡＲＤに対抗するため，敗戦国ドイツに配分される
ことになった 2 つめのテレビ用の周波数のために，連邦が出資して新たに放送局「ドイツ
テレビ有限会社」を設立しようとした。しかし，連邦による新放送局設立の合憲性が連邦
と州の権限配分と放送の自由の観点から問題視され，連邦憲法裁判所において争われた結
果，1961 年の第１次放送判決 (3) によって，放送についての立法権限は，連邦ではなく州
にあることが確認された。この判決を受けて，ドイツに新たに配分されるテレビ用の周波
数のために，すべての州の間で締結された州際協定（以下では，「ZDF 州際協定」）に基
づいて ZDF が設立されることになった。ZDF は，マインツを所在地とする全国向けテレ
ビ放送のための放送局である。その後，ドイツの放送法は，外国向け放送を除いて，州法
または州の間で締結される州際協定として制定されており，統一的な放送政策はすべての
州首相が参加する州首相会議の全会一致の決議によって決定されている。
　第 1 次放送判決は，公共放送が国家からも，特定の社会的勢力からも影響力を行使され
ないためには，当時，ARD を形成する公共放送協会で採用されていた，公共放送の外部
に監督機関を設置するのではなく，公共放送の内部に様々な社会的勢力の代表者によって
構成される監督機関を設置し，この監督機関に公共放送の活動についての監督権限を委ね
るべきだという，内部的多元主義（Binnenpluralismus）(4) と呼ばれる考え方を認めた。
連邦憲法裁判所は，公共放送に対する監督を政府に委ねず，公共放送の内部に設置される
監督機関に委ねることで，公共放送の国家からの自由を確保するとともに，内部監督機関
を様々な社会的勢力の代表からなる委員会における合議制によるものとすることで，公共
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放送を一部の社会的勢力によって利用されることからも守ることができると判断した。そ
こで，ZDF 州際協定は，この判決に従って，ZDF 内部に経営委員会（Verwaltungsrat）
とテレビ委員会（Fernsehrat）という 2 つの監督機関を設けた。
　ところが，戦後のドイツで CDU/CSU と SPD の二大政党による政治が定着するにつれ
て，この二大政党が ZDF や ARD を構成する公共放送協会の人事や番組の編成に影響を
及ぼすようになった。そのような影響力の行使を可能にしたのが，内部監督機関の委員構
成である。ZDF と ARD を構成する公共放送協会の内部監督機関の委員構成の詳細は，
それぞれの設立根拠となっている法律や州際協定によって定められ，放送協会ごとに異
なっている。ただし，州首相，連邦議会や州議会の議員，市町村長などといった国家権力
の担い手や，強い政治的影響力をもつ政党の代表も内部監督機関の委員になることが許さ
れていることもあり，いくつかの公共放送協会，とりわけ ZDF ではその傾向が顕著になっ
ていることがかねてより問題視されていた (5)。
　そのような状況で，2009 年，ZDF において当時のマルクス・シェヒター会長が望んだ
ニコラウス・ブレンダー報道局長の契約延長が経営委員会によって否決されるという事件
が起きた。ZDF では，局長レベルの人事について会長の決定が有効になるためには，14
人の委員で構成される経営委員会において少なくとも９人の同意が必要とされている。ブ
レンダー報道局長の契約延長が経営委員会で否決された理由は，表向きには報道番組の視
聴率低迷であったが，本当はいかなる政治的圧力にも屈しない態度を貫くことで知られた
ブレンダー報道局長を ZDF から排除したいという政治的意向が働いたからだというのが
衆目の一致した見方で，それを主導したのが，経営委員会の副委員長だった当事のヘッセ
ン州首相ローランド・コッホ（CDU）だった。現役の州首相が ZDF 会長の望んだ報道局
長の契約延長を阻止したこの出来事は，「ブレンダー事件」（Fall Brender）と呼ばれ，こ
れを契機として ZDF の内部監督機関の委員構成に世間の大きな関心が寄せられることに
なった。
　2011 年，SPD が政権を握り，伝統的に放送政策の中心的役割を果たしてきたラインラ
ント・プファルツ州政府は，ZDF 州際協定の内部監督機関の委員構成を定めている条文
の合憲性審査（抽象的規範統制）を求めて連邦憲法裁判所に提訴した (6)。同じく SPD が
政権を握っているハンブルク州もこの憲法裁判に加わった (7)。これに対して下されたのが
連邦憲法裁判所の 2014 年 3 月 25 日の違憲判決 (8) である（以下では，「ZDF 事件判決」ま
たは「本判決」という）。違憲とされたのは，ZDF の経営委員会とテレビ委員会に，州の
首相や政治家が多数含まれていることだった。連邦憲法裁判所は，国家権力の代表または
国家に近い代表の人数について，内部監督機関の委員全体の 3 分の 1 を超えてはならない
という明確な基準を示し，従来の ZDF 州際協定によって定められた経営委員会とテレビ
委員会の委員構成が憲法違反であることを確認した。なぜなら，公共放送の監督機関の委
員構成は，放送の自由（基本法 5 条１項 2 文）に基づき多様性維持の要請に従わなければ
ならないし，その要請からは，公共放送の組織を国家から遠ざけること（Staatsferne）
も要請されるのに，ZDF の内部監督機関の委員構成はその要請に適っていないと判断さ
れたからである。連邦憲法裁判所は，これまでにも放送についての重要な判決を下してき
たが，ZDF 事件判決は，第 14 次放送判決 (9) として，第１次放送判決で認められた内部的
多元主義の再活性化を試みたとみることができる (10)。なお，連邦憲法裁判所は，違憲とさ
れた ZDF 州際協定の規定をただちに無効にすることは控え，2015 年 6 月 30 日までとい
う期限を設けて，それまでに ZDF 州際協定を改正するよう立法者に求めた。
　以下では，ZDF の経営委員会とテレビ委員会の組織および ZDF 事件判決のきっかけと
なったブレンダー事件を概観した上で，ZDF 事件判決によって連邦憲法裁判所が示した
公共放送の内部監督機関の委員構成についての判断を明らかにし，それについて若干の分
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析を試みることにしたい。

 ２　ZDF の内部監督機関 (11)

（1）　権限・任期
　ZDF では，放送事業を担い，番組について責任を負う会長と並んで，経営委員会とテ
レビ委員会が設けられ，この 2 つの内部監督機関に様々な権限が与えられている。
　経営委員会の重要な役割は，会長の経営面の活動を監督することである。経営委員会は，
会長の雇用契約と会長が作成した収支予算を議決する。会長が経営面で重要な職務を行う
ためには経営委員会の承認が必要となる。また，会長が編成局長，報道局長，経営局長お
よび副会長を任命するためには経営委員会の 5 分の 3 の多数の同意（委員が 14 人の場合，
9 人以上の同意）が必要となる。経営委員会は，テレビ委員会の承認を得て会長を罷免す
ることができる。そのためには，経営委員会とテレビ委員会のいずれにおいても 5 分の 3
の多数決が必要となる。委員の任期は 5 年，再任も可能である。
　これに対し，テレビ委員会には，委員の 5 分の 3 の多数決によって会長を任命する権限
がある。その他，テレビ委員会は，番組基準を定め，番組基準および州際協定に規定され
た一般的な番組原則の遵守についての監督を行う。また，番組に関連する問題について会
長に助言を与える。委員の任期は 4 年，再任も可能である。

（2）　委員構成
　経営委員会は，前述の通り，14 人の委員からなる（ZDF 州際協定 24 条１項）。内訳は，
州の代表５人（a），連邦政府が任命する連邦の代表 1 人（c），テレビ委員会から 5 分の 3
の多数決によって選出される８人（b）である。テレビ委員会から選出される委員は，政
府や立法機関との兼職が禁止されている（ZDF 州際協定 24 条１項 b）。
　これに対しテレビ委員会は，77 人の委員からなる（ZDF 州際協定 21 条 1 項）。そのう
ち 16 人は州の代表（a），3 人は連邦の代表（b）である。これに，連邦議会の議席数に比
例して選出される政党の代表 12 人（c），宗教界の代表 5 人（d ～ f），組合，経営者，スポー
ツ団体，福祉団体，地方公共団体等，ZDF 州際協定に個々に定められた社会的勢力の代
表 25 人（g ～ q），さらに，教育，科学，芸術，文化，映画，自由業，青少年保護，消費
者保護，動物保護等の分野からと包括的に定められた代表 16 人（r）である。この 16 人は，

「R グループ」と呼ばれている。
　テレビ委員会の委員のうち，連邦，州，政党，宗教界はそれぞれの責任で代表となる委
員を派遣する。個々に定められた社会的勢力の代表 25 人と包括的に定められた社会的勢
力の代表 16 人は，州首相が任命する。個々に定められた社会的勢力の代表を任命する際
には，各団体から推薦された３人の中から代表が選ばれる。これに対し，包括的に定めら
れた社会的勢力の代表は，16 人の州首相が直接に任命する。この 16 人の選考について詳
しい条件は法定されていない（ZDF 州際協定 21 条４項）。州と連邦によって派遣される
委員を除いて，テレビ委員会の委員は，連邦政府や州政府との兼職が禁止されている（ZDF
州際協定 21 条 8 項 2 文）。
　なお，経営委員会の委員およびテレビ委員会の委員のうち，連邦，州，政党，宗教界の
代表は，その母体の判断でいつでも交代させることができる。

（3）　活　動
　テレビ委員会は，毎年 3 ヶ月に 1 回，委員会を開催する。経営委員会は，定期的に毎年
６回，委員会を開催する。決議を下すためには，どちらの委員会も全構成員の少なくとも
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半数の委員が出席していなければならない。5 分の 3 と明文でさだめられていない限り，
通常の決議は過半数による。テレビ委員会には，前述の通り，会長を任命する権限だけで
なく，14 人で構成される経営委員会の 8 人の委員を選出する権限も与えられているなど，
ZDF 州際協定では，内部監督機関として経営委員会よりもテレビ委員会に重点が置かれ
ている。
　テレビ委員会は，委員会規則によって 6 つの小委員会（Ausschüsse）を設置している。
経営委員会も 2 つの小委員会を設置している。小委員会では，テレビ委員会と経営委員会
の本会合の開催のための準備が行われる。
　これに加えて，テレビ委員会では非公式にいわゆる「派閥」（Freundeskreise）が 2 つ
組織されており，「CDU 派閥」と「SPD 派閥」と呼ばれている。２つの派閥は，それぞ
れ CDU/CSU と SPD の経験豊かな政治家をリーダーとしている。テレビ委員会の委員の
ほとんどは，2 つの派閥のどちらかに属している。通常，テレビ委員会の本会合の前日に
小委員会が開催され，その後に派閥の会合も開催される。そして，派閥会合では本会合に
おいて審議され，決議される予定の議題について派閥としての態度決定を事前に非公式に
行う。ZDF 事件判決のパウルス裁判官反対意見は，口頭弁論において ZDF 会長が，テレ
ビ委員会の前夜，会長は CDU 派閥の会合に，副会長は SPD 派閥の会合に出席すること，
2 つ派閥の会合は同じホテルで，同じ時間に開催されるため，両方の会合に出席すること
は事実上できないと証言したこと，そして，同じことがきわめて正確に，長期にわたって
ZDF 会長だったディーター・シュトルテの回顧録 (12) でも述べられていることに言及し，
このことから，会長と派閥の親和性はかつてとは変化しているという現会長の発言は立証
されえないと述べている (13)。
　憲法学者で，1978 年から 1992 年までテレビ委員会の委員を 14 年間務めたことがある
クリスチャン・シュタルクの観察によれば，2 つの派閥は，人事その他の問題について，
相互に情報を提供し合い，話し合い，衝突を回避することを重視しており，極端な意見は
派閥の話し合いの段階で排除されていたという (14)。ZDF の監督機関の委員構成に国家の
代表が多すぎるという憲法上の問題があったとしても，二大政党にとっては都合がよく，
他の勢力が多数派を形成することもなかったため，連邦憲法裁判所に合憲性審査を求めて
提訴する動機に欠けていた。しかし，ブレンダー事件で，当時のヘッセン州首相に主導さ
れた CDU 派閥が，両派閥が 50 年に渡って維持してきた友好関係をないがしろにしたこ
とが，SPD がラインラント・プファルツ州を通じて連邦憲法裁判所に合憲性審査を求め
て提訴する契機となった，とシュタルクは指摘している。

 ３　ブレンダー事件から憲法裁判への経緯

　近年，ドイツでは政府や政党が公共放送の報道に対して政治的影響力を行使しようと働
きかけ，番組制作者がそれに反発するという事件がいくつか発覚し話題になった。なかで
も，世間で大きな注目を集めたのが，前述したブレンダー事件である。ZDF において，
当時のシェヒター会長は，ブレンダー報道局長の契約延長を望み，2009 年 3 月，それを
経営委員会に提案した。ところが，同年 11 月，ブレンダー報道局長の契約延長は経営委
員会によって否決された (15)。
　前述の通り，ZDF において局長レベルの人事について会長の決定が有効になるために
は，14 人の委員で構成される経営委員会において少なくとも 9 人の同意が必要とされて
いる。当時の経営委員会の委員構成は，CDU 派閥 9 人と SPD 派閥 5 人に色分けされてい
た。ブレンダー報道局長の契約延長は，経営委員会の副委員長だった当時のヘッセン州首
相ローランド・コッホの主導の下，同じく委員だった元バイエルン州首相エドムント・ス
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トイバーも同調し，経営委員会の同意のために必要な 9 人の賛成を得ることができず否決
された (16)。
　コッホは，ブレンダー報道局長の契約延長を認めないことを事前に明らかにしていたこ
とから，経営委員会の決定に先立ち，35 人の憲法学者が経営委員会の委員に対して，「ブ
レンダー事件─放送の自由にとっての試金石」というタイトルの下，放送の自由の理念に
照らし，政治的動機で報道局長人事についての決定を下すべきではなく，会長が提案した
ブレンダー報道局長の契約延長に同意すべきだという趣旨の声明を発表したが (17)，経営委
員会の最終判断に影響を与えることはできなかった。2000 年 4 月から報道局長の職にあっ
たブレンダーは，これによって 2010 年 3 月末をもって ZDF を去ることになった。前述
の通り，契約延長を認めなかったことについて，コッホは，報道番組の視聴率が低いこと
を表向きの理由としたが (18)，本当は，ブレンダー報道局長が，いかなる政治的圧力にも屈
しない態度を貫いてきたため，それを嫌ったコッホによって ZDF から排除されたという
のが大方の見方であった。
　ブレンダー事件について，これを法的にどのように争うべきかが次の争点となった。例
えば，ZDF 会長が経営委員会の権限濫用であると主張して行政裁判所で争う可能性もあ
ると指摘されたが，会長はその手段をとることを望まなかった (19)。
　緑の党と左派党は，連邦憲法裁判所に合憲性審査を求めようと，マインツ大学教授ディ
ター・デルに訴状を依頼し，基本法で定められた抽象的規範統制に必要な連邦議会議員 4
分の 1 の同意を得ようと他の政党に働きかけたが，SPD が賛同せず，必要な人数を集め
ることができなかった。ラインラント・プファルツ州の首相クルト・ベックは，当初，州
首相会議に提案して経営委員会の権限を制限するなど，ZDF 州際協定を改正しようとし
たが，CDU/CSU が政権を握っている州の協力を得ることができなかった (20)。このため最
終的に，2011 年 1 月にラインラント・プファルツ州が ZDF 州際協定の合憲性審査（抽象
的規範統制）を求めて連邦憲法裁判所に提訴した (21)。同州は，ケルン大学教授カール＝ E・
ハインとハンス・ブレドウ研究所教授のヴォルフガング・シュルツに訴訟代理人を依頼し
た。同じく SPD が政権を握っているハンブルク市もこの憲法裁判に加わった (22)。
　それまでも政党が ZDF に大きな影響力を行使していることが問題とされていたにもか
かわらず，ブレンダー事件をきっかけに SPD 側が連邦憲法裁判所にあえて提訴した背景
には，コッホが ZDF 人事の不文律を破ったからだという指摘がある。それによると，
ZDF では，CDU/CSU と自由民主党（FDP）が会長と編成局長を選び，SPD と緑の党が
報道局長と経営局長を選ぶという人事についての不文律があったという (23)。この不文律に
従えば，報道局長は SPD が選ぶべきポストであるのに，CDU 派閥の委員が報道局長の契
約延長を拒んだ。これは，SPD にとって，本来は自己の影響力を行使できるはずの人事
への CDU/CSU からの干渉であり，だからこそ見過ごすことはできなかったというので
ある。
　ラインラント・プファルツ州とハンブルク市が憲法裁判で争ったのは，以下の点であ
る (24)。ZDF のテレビ委員会の委員構成についてみると，政党の代表，地方自治体の代表
等を含めて計算すると 77 人の委員のうち 35 人（45.45 パーセント）が直接に国家に属す
るとみることができる。これだけの割合を占めていれば，その他の委員に呼びかけて過半
数を取ることも不可能ではないし，35 人という人数は会長選任において必要となる 5 分
の 3 の多数決（47 人）においては，その成立を阻止できることを意味する。さらに，35
人以外の委員についても多くが国家の影響の下に任命されている。本来，教育，科学，芸
術，文化など様々な分野から選考すると包括的に定められた 16 人の代表（いわゆる「Ｒ
グループ」）は，専門性の基準とは無関係に州首相によって任意に選考されている。また，
各団体から 3 人ずつ推薦され，首相会議でその中から選考される社会的勢力の代表 25 人
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についても，その選考は，3 人の間で団体側が付けた優先順位には拘束されない。これら
41 人を国家の側が選んだ委員に算入することはできないが，このような選考の仕方が国
家の影響力をさらに強めている。そのうえ，国家に関与したり，政党に結びついている職
務とテレビ委員会の委員の兼職を禁止するための規律が不十分であるため，国家に関与し
たり，政党に結びついている職務につきながら，社会的勢力の代表としてテレビ委員会の
委員に選ばれていることがある。
　同じことは経営委員会にもあてはまる。14 人の委員のうち 6 人（約 43 パーセント）は
州と連邦によって，すなわち国家によって選ばれている。過半数を獲得するため，あと 2
人の委員を味方に付けることも可能である。また，6 人という人数は，5 分の 3 の多数決（9
人）において，その成立を阻止することができる。そのうえ，テレビ委員会においてなさ
れるそれ以外の 8 人の選考においても，国家の影響力が及んでいる。国家や政党の代表が
この 8 人の委員に選ばれないようにするための十分な兼職禁止の規律もない。
　これでは，たとえ委員に自由な判断権が与えられていても，再任が可能であること，そ
のうえすべての経営委員と，テレビ委員会の州，連邦，政党によって任命された委員は，
いつでも，理由を示す必要もなく，任命した母体によって交代させられることからして，
委員が国家や政党から事実上の影響を受けることを阻止できない。
　以上の理由から，ラインラント・プファルツ州とハンブルク州は，前述のような委員構
成を可能にしている ZDF 州際協定の諸規定が，放送の自由（基本法 5 条 1 項 2 文）から
生じる放送がその機能に適うよう，国家から遠ざけられていることについての要請に抵触
すると主張した。この要請によれば，国家は，とりわけ ZDF の番組に特定の影響力を行
使することは許されない。そのことからすれば，国家による支配の単なる可能性さえ予防
的に排除されなければならないはずだというのである。
　2013 年 11 月 5 日，連邦憲法裁判所において口頭弁論が開かれた。その際，裁判官から
ZDF の監督機関の委員構成について厳しい質問がなげかけられたことから，違憲判決が
下されるのではないかとの予測が広がった (25)。新聞報道 (26) によれば，マージング裁判官は，
テレビ委員会に設置された小委員会について，「なぜ，6 つのうち 4 つの小委員会の委員
長が国家に近い委員なのか」，「小委員会に占める国家代表の割合が，少なくとも半数を占
めているが，なぜ西部ドイツ放送協会（WDR）のように 3 分の 1 に制限できないのか」
と質問した。また，いわゆる「R グループ」に属する 16 人の委員について，具体的に 5
人の委員（欧州議会議員アンゲリカ・ニープラー，ドリス・パック，州議会議員ホルガー・
ツァストロー，カートリン・ブッデ，ラルフ・ホルツシューアー）について，「彼らがど
の社会的集団に属しているのか，説明して欲しい」と質問した。これに対して，2013 年 1
月までラインラント・プファルツ州首相を務め，口頭弁論の当時，ZDF 経営委員会の委
員長でもあったクルト・ベックは，社会集団への帰属を厳密に考慮して選考しているので
はなく，16 州の首相がそれぞれに 1 人ずつ任意に委員を任命していることを認めたという。
　この事件に対しては，多数の州政府，左派党と同盟 90 ／緑の党の連邦議会会派，バイ
エルン州議会，諸団体，ZDF，ARD 等が意見を提出した。
　そのうち，ラインラント・プファルツ州とハンブルク市の立場を支持したのは，バーデ
ン・ヴュルテンベルク州，ブレーメン市，ノルトライン・ヴェストファーレン州，左派党
と同盟 90 ／緑の党の連邦議会会派，労働組合，ドイツ・ジャーナリスト連盟，ドイツ新
聞経営者連盟，公共編集者委員会連盟（AGRA）(27)，ドイツ公務員連盟，ドイツ赤十字，
ドイツ・オリンピック・スポーツ連盟，ARD 等である。これに対し，バイエルン州議会，
バイエルン州，ヘッセン州，ザールラント州，ザクセン州，地方公共団体の連盟等は，抽
象的規範統制の訴えには理由がないと主張した。
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 ４　第２ドイツ・テレビ事件判決

（1）　判　旨
　2014 年 3 月 25 日，連邦憲法裁判所は，ZDF の経営委員会とテレビ委員会の委員構成
に関する ZDF 州際協定の諸規定を違憲とする判決を下した。判旨は以下の通りである。

　① 公共放送協会の監督機関の委員構成は，基本法 5 条 1 項の 2 文に基づく多様性確保
の要請に従わなければならない。それによれば，社会共同体のあらゆる領域から，
可能な限り様々な視点および経験の範囲をもった人物が含まれなければならない。

 ａ）立法者は，この機関の構成員を任命する際，可能な限り様々なグループおよび
規模の大きな，公共的な生活を規定する団体と並んで，交互に小規模の集団も考慮
すること，関連性なく組織された観点が表出されるよう配慮しなければならない。

　　　ｂ）多様性維持のために，立法者は，社会的集団から派遣される委員と並んで，様々
な国家のレベルに属するものを含むことができる。

　② 公共放送の組織は，多様性の要請の表出として，国家から（放送を）遠ざけるとい
う要請を満たさなければならない。それによれば，監督機関の国家的委員および国
家に近い委員の影響は，徹底的に制限されなければならない。

 ａ）国家の委員および国家に近い委員の割合は，全体として，それぞれの委員会の
法律上の委員の 3 分の 1 を超えてはならない。

 ｂ）それ以外の委員については，公共放送の監督機関の委員構成が，徹底的に国家
を遠ざけるように形成されなければならない。行政の代表は，国家から遠い委員の
選考に特定の影響力をもってはならない。立法者は，国家から遠い委員のために，
個人的観点から当該委員を国家から遠ざけることを保障する，兼職禁止についての
規律を設けなければならない。

（2）　放送の自由と内部監督機関のあり方
　連邦憲法裁判所では，第 1 法廷が主として基本権に関連する事件を担当している。第 1
法廷では，8 人の裁判官の中で特定の分野ごとに担当を決め，事件の争点に応じて担当裁
判官が審理のための調査や，判決原案の作成を行う仕組みになっている。表現の自由に関
わる事件は，コンラート・ヘッセ裁判官（1975 年～ 1987 年），ディーター・グリム裁判
官（1987 年～ 1999 年），ヴォルフガング・ホフマン = リーム裁判官（1999 年～ 2008 年）
と伝統的に公法学者が担当しており，2008 年 4 月からはフライブルク大学教授であるヨ
ハネス・マージング裁判官が担当している。そこで，この分野を担当する裁判官が交代す
ると，これまでの放送判決によって確立された放送の自由についての判例が，新しい裁判
官によっても維持されるか，それとも新しい方向性が示されるかに注目が集まる。ZDF
事件判決は，連邦憲法裁判所の放送判決の流れを維持したとの評価を受けている (28)。
　連邦憲法裁判所が公共放送の監督機関の委員構成について合憲性を審査する際，その手
がかりになるのは放送の自由である。連邦憲法裁判所は，1981 年の第 3 次放送判決以来，
放送の自由を「奉仕する自由」（dienende Freiheit）と理解してきた。憲法が保障する自
由権は，本来は国家からの自由である。しかし，放送の自由の場合，その担い手の国家か
らの自由というよりも，放送が社会において果たすべき，自由な意見形成への奉仕という
機能が重視されてきた。自由な意見形成は，個人の意見であれ，公的意見であれ，放送が
自由であること，すなわち，国家からだけでなく，私的権力からも自由であることによっ
て達成される。それゆえ，放送の自由は，放送が，国家だけでなく，私的権力にも利用さ
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れることなく，自由にその機能を果たせるように放送制度を形成することを立法者に求め
る。「奉仕する自由」という理解には，放送の自由のこのような性格が含意されている。
そして，放送の自由のこうした理解の背景には，「もし放送が自由な市場に委ねられたら，
憲法上の要請はおそらく満たされないという経験的な基本想定」がある (29)。放送の自由は，
個人に保障された表現の自由とは異なり，法律によってあらかじめ形成されなければなら
ない自由と考えられている。
　ZDF 事件判決も，放送の自由についての上記のような理解を採用した上で，「既存の意
見の多様性が放送において可能な限り広範かつ十分に表現される秩序の内容形成は，立法
者の役割であり，その際，立法者には広範な形成の余地がある」と述べている。本判決に
よれば，多様性を確保するための規律の根拠は，「放送，とりわけテレビには，その普及
作用，現実性，暗示力のために，そして，とりわけその内容が速やかに，それどころか同
時に中継され，その際に音，文字，動画を組み合わせることができるということからも，
顕著な意義がある，ということに存在している。…放送の自由の確保のために放送秩序を
法律によって内容形成することについての要求は，そのため，コミュニケーション技術と
メディア市場の発展によっても消滅していない」（Rn. 34）。
　これに続けて，二元体制における公共放送の存在意義が強調される。「二元的放送秩序
の枠組みにおいて，公共放送とそれによって確保される，放送による報道の古典的な機能
的任務（Funktionsauftrag）(30) の達成に特別な意義が認められる。公共放送は，民間の放
送事業者に対するカウンターバランスとして，市場経済の刺激とは異なる決定の合理性に
従い，それによって番組編成において独自のサービスを提供するという役割がある。公共
放送は，自由な市場のみによっては保障されえない内容上の多様性に貢献しなければなら
ない」。
　本判決は，前述した公共放送の機能的任務を前提に，公共放送の組織を内部的多元主義
の構造とすること，すなわち内部監督機関を設置することに憲法上の問題はないとする。
そして，「公共放送による多様性確保を保障するために内部的多元主義のモデルを選択す
る際には，もちろん，この機能的任務を手がかりとした組織の詳細な内容形成も志向され
なければならない」（Rn. 38）と述べる。そのためには，「合議機関の委員構成は，社会共
同体のあらゆる領域から，可能な限り多様な視点および経験の範囲をもった人物が含まれ
るよう，調整されていなければならない。…立法者は，この機関の構成員を任命する際，
可能な限り様々なグループおよび規模の大きな，公共的な生活を規定する団体と並んで，
交互に，メディアに簡単にはアクセスできない小規模の集団も考慮すること，そして関連
性なく組織された観点が表出されることに配慮しなければならない。…その際，立法者は，
基本法 3 条 2 項 2 文に基づく性別に関する平等の委託も尊重しなければならない」（Rn. 
39）という基本指針も示されている（判旨①と①ａ）。
　さらに，本判決によれば，内部監督機関の委員の一部に国家の代表が含まれることも許
される。「この機関に様々な視角が集約される委員構成を保障するためには，立法者は，
社会的集団から派遣される委員と並んで，国家の領域の代表者にも一定の関与を認めるこ
とができる」（判旨①ｂ）。なぜなら，国家の領域で活動している者は，民主制においてと
くにオープンで，多角的で，批判的な報道に依拠しており，同時に，民主制の重要な構成
要素でもある。本判決は，だからこそ，国家の領域の代表者が自ら公共放送に公益の観点
を持ち込む可能性は，彼らの政治的責任にも適っていると述べている。そして，多様性確
保という観点からは，監督機関に多様な視点を提供するために，国家のあらゆるレベルか
ら代表を任命することができるとする（Rn. 41 - 42）。ただし，「公共放送の組織は，多様
性の要請の表出として，同時に，（放送を）国家から遠ざけるという要請を満たさなけれ
ばならない」（判旨②前段）。本判決によれば，放送を国家から遠ざけるという要請は，多
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様性確保という目的を志向し，同時に放送の政治的利用を妨げるために，監督機関におい
て国家とは無関係の委員に特定の影響力を与え，国家から派遣された委員および国家に近
い委員の影響力行使を限定するように公共放送を内容形成することを求める（Rn. 48）。
ここで，本判決が，上記のような考え方が，ヨーロッパ人権条約の要請にも適っていると
して，ヨーロッパ人権裁判所の２つの判例 (31) を援用していることも，同裁判所と連邦憲
法裁判所の相互関係を考えるうえで注目に値する。

（3）　立法のための基準とあてはめ
　前述の通り，公共放送の内容形成は原則として立法者の役割である。ただし，本判決は，
多様性確保および放送を国家から遠ざけるという２つの要請から，監督機関のあり方につ
いては，憲法上，立法者の内容形成の限界となる基準を以下のように導き出す。
　本判決によれば，まず，「公共放送の監督機関における国家の委員と国家に近い委員の
影響を徹底的に制限しなければならない。その割合は，それぞれの機関の法律上の委員の
３分の１を超えてはならない」（Rn. 51）（判旨②後段と②ａ）。同じことは小委員会にも
妥当する（Rn. 56）。そして，どの委員が，この３分の１に制限される国家の代表と国家
に近い代表にあたるかは，彼らがいかなる機能を果たしているかによって判断される（Rn. 
57）(32)。
　次に，それ以外の，社会的勢力の代表の委員構成について，本判決は，多様性確保の観
点も視野に入れつつ，徹底的に国家を遠ざけるように内容形成されなければならないとい
う基準（Rn. 64）と，政府や行政の代表は，社会的勢力の代表の選考および任命に特定の
影響力を持ってはならないという基準（Rn. 66）を示す（判旨②ｂ）。また，社会的勢力
の代表を，個人的に国家から遠ざけることを保障するために，立法者は，兼業禁止のため
の規律を設けなければならないという基準（Rn. 75）も示された（判旨②ｂ）。さらに，
本判決は，監督機関のすべての委員に選出母体の指図から自由な活動を可能にする地位を
確保しなければならないという基準を示し，さらに，立法者は，公共放送の監督機関の活
動について最低限度の透明性を保障するための規律を設けなければならないとした（Rn. 
82）。
　これらの基準によれば，テレビ委員会の委員構成について規律している ZDF 州際協定
21 条は，様々な観点から基本法 5 条 1 項 2 文に違反する（Rn. 88 ff.）。なぜなら，① ZDF
州際協定 21 条 1 項によれば，国家の代表と国家に近い代表の割合が 3 分の 1 を超えてい
るからである。州の代表 16 人，連邦の代表 3 人，政党の代表 12 人，地方自治体の代表 3
人の占める割合は 44 パーセントであり，公共放送を国家から遠ざけるという要請に適っ
ていない。さらに，②会長任命に関して 5 分の 3 の多数決としている ZDF 州際協定 26
条の規定との関係でも，国家の代表と国家に近い代表について定める ZDF 州際協定 21
条１項は，放送を国家から遠ざけるという要請に適っていない。そのうえ，③州の首相が
社会的勢力の代表の任命に関与する権限を持っていることも基本法 5 条１項 2 文に違反す
る。④ ZDF 州際協定 21 条は，社会的勢力の代表について，十分な兼職禁止についての
規律を定めていない点でも放送を国家から遠ざけるための内容形成についての憲法上の要
請を満たしていない。⑤同条は，すべての委員について，選出された母体の指図からの自
由を十分には保障していない点，さらに，⑦公共放送の監督機関の活動について最低限度
の透明性を保障するための規律が設けられていない点でも基本法5条１項2文に違反する。
なお，本判決は，以上のような違憲性のため，テレビ委員会の委員構成は新たに規律され
なければならないので，テレビ委員会の委員構成が多様性確保の観点から憲法上の要請を
満たしているか否かについての判断をする必要はないとした。
　テレビ委員会とほぼ同じことが，経営委員会の委員構成を規律する ZDF 州際協定 24
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条 1 項にも妥当する。ただし，経営委員会は委員の数が少ないため，委員構成は政治的多
様性の観点からは憲法上の問題はなく，兼職禁止の規律が設けられる限りにおいて，5 分
の 3 の多数決によって経営委員会の 8 人の委員をテレビ委員会から選出することにも憲法
上の問題はないとされた。
　連邦憲法裁判所は，以上のような理由から，抽象的規範統制で違憲の主張の対象となっ
ていなかった宗教界の代表についての規定（d ～ f）も含めて，ZDF 州際協定 21 条 1 項
全体が憲法違反であり，その他，同条 4 項（いわゆるＲグループの任命権を州首相に与え
ている規定），同条 10 項 2 文（１項 a ～ f の委員について，理由を示さず選出母体がいつ
でも委員を罷免できるとする規定），24 条 1 項，同条３項 2 文選択肢 1（21 条 10 項 2 文
の準用規定）も憲法違反であることが確認された。
　なお，第 1 法廷の 8 人の裁判官は，行政の代表が監督機関の委員になることを認める点
について 7 対 1，監督機関の活動の透明性について 5 対 3，小委員会の委員構成について
の判示について 7 対 1，その他の点については裁判官の全員一致で本判決を下した。パウ
ルス裁判官は，行政の代表が監督機関の委員となることができるという法廷意見に対して
反対意見を付した（Rn. 115 ff.）。

（4）　違憲判決の効力
　連邦憲法裁判所は，違憲と判断した ZDF 州際協定の前述の規定をただちに無効にする
ことは控えた。そうしないと，ZDF のテレビ委員会と経営委員会の根拠規定が無効になり，
活動できなくなってしまうからである。本判決は，ZDF が監督機関のない状態で放送を
続けるよりも，委員構成が違憲とはいえ，これまでのままテレビ委員会と経営委員会の内
部監督を続けさせる道を選んだ。ただし，2015 年 6 月 30 日までという期限を設けて，そ
れまでに ZDF 州際協定を改正するよう立法者に求めた。なお，もしこの期限までに改正
されなくても，それによって違憲と判断された規定がただちに無効になるわけではない。
本判決は，そのような場合には，ZDF 州際協定が改正されるまでの経過期間に適用され
る施行命令を事後的に下す可能性にも言及している（Rn. 110 ff.）。

 ５　結びにかえて

　ZDF 事件判決は，放送の自由から，放送における多様性維持の要請を導き出し，そこ
からさらに放送を国家から遠ざけるという要請を導き出すことで，公共放送の監督機関の
委員構成のあり方について連邦憲法裁判所として初めて，以下のような明確な基準を示し
たところに意義がある。本判決によれば，①公共放送の監督機関における国家の委員と国
家に近い委員の影響を徹底的に制限しなければならない。その割合は，それぞれの機関の
法律上の委員の 3 分の 1 を超えてはならない。②それ以外の，社会的勢力の代表の委員構
成は，多様性確保の観点も視野に入れつつ，徹底的に放送を国家から遠ざけるように内容
形成されなければならない。③政府や行政の代表は，社会的勢力の代表の選考および任命
に特定の影響力を持ってはならない。④社会的勢力の代表を，個人的に国家から遠ざける
ことを保障するために，兼職禁止のための規律を設けなければならない。⑤監督機関のす
べての委員に選出母体の指図から自由な活動を可能にする地位を確保しなければならな
い。⑥公共放送の監督機関の活動について最低限度の透明性を保障するための規律を設け
なければならない。
　筆者は，2014 年 11 月 13 日，連邦憲法裁判所のマージング裁判官に面会し，ZDF 事件
判決について意見交換する機会を得た (33)。同裁判官は，公共放送の外部に監督機関を設け
ず，合議制の内部監督機関に，社会的勢力だけでなく国家や政党も委員を派遣してきたド
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イツの監督の仕組みについて，ヨーロッパのどこにもない，とても特殊な仕組みであるこ
とをまず指摘した。そのうえで，国家や政党の代表が監督機関に関与することは多様な視
点をもたらすものとして排除する必要はないが，放送における「多様性の維持」が最も重
要であり，委員構成が本当に多様であれば，そこに国家や政党の代表が含まれていても，
影響力を行使することは困難になると考えたとのことだった。だからこそ，多様な委員構
成になるために，社会的勢力の代表の任命に行政が関与しないことや，兼職禁止規定を設
けるという基準を示したという。なぜ国家や政党の代表の割合に「3 分の 1 を超えない」
という限界を設けたのかという筆者の質問に対しては，ARD を構成している放送協会の
監督機関の委員構成も参考にしたが，なぜ「3 分の 1」でなければならないかについて積
極的根拠を示すことは難しいと認めた上で，単に ZDF を国家から遠ざけなければならな
いというだけでは不十分であり，立法者に対し国家および政党の内部監督機関への関与を
制限しなければならないと理解させるためには明確な基準を示すことが必要だと考えたと
の説明を受けた。
　本判決に対しては，内部的多元主義により多様性が確保されるという考え方は，希望に
すぎず，現実離れしているという批判 (34) に加えて，パウルス裁判官反対意見に同調し，
国家からの自由をより重視すべきだったという批判もある (35)。しかし，筆者としては，第
1 次放送判決から 50 年以上を経て，これまでその効果についてどちらかといえば懐疑的
に評価されてきた公共放送における内部的多元主義について，あえてその再活性化を試み
た判決であり，あらゆる面からよく考えられた，結果においてバランスのとれた判決だと
いうコルニルスの分析を支持したい (36)。
　州首相会議は，2015 年 6 月 30 日を目指して ZDF 州際協定改正準備に着手した。また，
ZDF だけでなく，ARD を構成する放送協会の監督機関の委員構成に加えて，民間放送の
監督のために州政府から独立して設置されている州メディア委員会の合議機関の委員構成
も，本判決によって示された基準に適っているか否か吟味が必要だと指摘されている (37)。
ドイツでは，公共放送の報道局長人事への政治介入をきっかけに本判決が下された。ブレ
ンダ─事件が憲法裁判に発展したのは，連邦憲法裁判所があり，そのうえ二大政党制が定
着しているからである。
　外部監督に服さず，内部にのみ監督機関としてテレビ委員会と経営委員会が設けられて
いる ZDF と，総務大臣が放送行政についての権限を持っており，そのうえで内部に経営
委員会が設けられている日本放送協会（NHK）を単純に比較することはできない (38)。と
はいえ，内部的多元主義に基づく監督機関に国家を代表する委員や国家に近い委員の参加
を認めつつ，当該委員が与える影響を徹底的に制限するとともに，社会的勢力を代表する
委員については，その選考および任命への国家の影響力行使を排除しなければならないと
いう考え方は，近年，NHK 経営委員の人事に起因する騒動が続いている日本にとっても
興味深いといえよう。

〔追記〕 本稿は，日本学術振興会科学研究費助成金基盤研究（C）「フルデジタル時代の通
信放送法制の憲法学的考察」（平成 24 年～平成 26 年）の研究成果の一部である。

●注

１． ARD を構成する放送協会は，地域によってはひとつの州ではなく，隣接する複数の州によって設立されてい
ることもある。ドイツには 16 の州があるが，現在，ARD は，９つの地域の放送協会と外国向け放送を行う
Deutsche Welle によって構成されている。

２． ZDF は，全国向け総合編成番組 ZDF の他，地上波デジタル化後は ZDFinfo，ZDFneo，ZDFkultur という番
組も放送している。さらに，ARD とともにドイチュラントラジオを組織しており，さらに３Sat，Phoenix，
ARTE 等のテレビ番組の編成に参加している。
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